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練習場およびウェイトトーレニング施設規程 

第１条〔趣旨〕 

本規程は、2026-27シーズン以降Ｂ１リーグに所属するＢクラブが使用するトッ

プチームの練習場およびウェイトトレーニング施設に関する事項について定める。 

第２条〔練習場およびウェイトトレーニング施設の報告〕 

2026-27シーズン以降にＢ１リーグに所属するＢクラブは、トップチームが利用

する練習場およびウェイトトレーニング施設についてＢリーグ事務局に施設名、

住所等の施設概要ならびに第３条および第４条を遵守できていることを当該シー

ズン開幕の3か月前までに報告しなければならない。また、練習場およびウェイト

トレーニング施設が複数ある場合にはすべて報告しなければならない 

なお、１度報告が完了しているＢクラブについては、練習場およびウェイトト

レーニング施設の変更、追加がない場合には報告は不要とする。 

第３条〔利用〕 

2026-27シーズン以降にＢ１リーグに所属するＢクラブは、Ｂクラブがトップチ

ームのレベルを維持するために必要な練習のために指定した時間において練習場

およびウェイトトレーニング施設を利用が可能でなければならない。保有、専有、

優先利用等の形式は問わないものとする。 

第４条〔設備要件〕 

(1) 練習場については下記要件を満たさなければならない。 

① 正規のサイズでバスケットボールコートを１面以上有する。 

② 一般高さのバスケットリングが前号のコートに１対設置されている。 

③ 前号のバスケットリングとは別にその他シューティングに利用できるバス

ケットリングが２対設置されている。 

④ ゲームクロック、ショットクロックおよび得点が表示可能な得点版機器を

有する。 

⑤ 選手やチームスタッフが全員使用可能なスペースのロッカールームが設置

されている。 

⑥ ヘッドコーチおよびアシスタントコーチを含むコーチスタッフが使用可能

なスペースを有する。 

⑦ 練習場内の必要な温度管理が可能な設備を有する。 

(2) ウェイトトレーニング施設については下記要件を満たさなければならない。 

① クラブにて指定・計画するトレーニングを自由裁量で実現可能な機材を有
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する。 

② 選手やチームスタッフが全員使用可能なスペースのロッカールームが設置

されている。練習場が併設されている場合には練習場のロッカールームで足

りるものとする。 

③ ストレングスコーチおよびトレーナー等が使用可能なスペースを有する。

練習場が併設されている場合には練習場のスペースで足りるものとする。 

④ ウェイトトレーニング施設内の必要な温度管理が可能な設備を有する 

第５条〔罰則〕 

Ｂクラブはが本規程第２条から第４条に違反した場合、Ｂリーグは、理事会の

決定により、Ｂクラブに対し、Ｂリーグ規約第122条の制裁を科すことができる。 

第６条〔改正〕 

本実施要項の改正は、理事会の承認により、これを行う。 

〔制定〕 

2022年９月28日 

 


